
 

   

 

 

12月分                             №4 

件 名  事務事業見直しについて 

受付日 令和３年１２月７日 

ご意見・ご提案の 

概要 

事務事業見直しについて、職員の意見は、蔑ろにしても

問題ないと考えているのか。今からでも遅くないので、職

員の意見について、本庁各課に照会し、その実現性を検討

されたい。 

 

県の考え方 

 

県では、業務の効率化や職員の負担軽減を図るため、継

続的に事務の見直しを行っています。 

令和３年度は、5月から６月にかけて全職員を対象とす

る職員アンケートを実施し、6月下旬には、寄せられたす

べての意見を、各関係課に割り振り、新たに取り組むべき

見直し項目の検討を始めております。 

8月には、各課の検討結果を踏まえ、事務事業見直し本

部員会議において、当年度における新規見直し項目を決定

し、現在、取り組みを進めているところです。 
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